
令和５年度金沢市地球温暖化対策推進協議会 

日時 令和５年５月 29 日（月）10:00～11:30 

場所 金沢市役所 第二本庁舎 2 階 2201 会議室 

次  第 

１． 開 会 

２． 会長の選出                       【資料１】【資料２】 

３． 審議事項 

 （１）令和５年度活動方針（案）              【資料３】 

 （２）令和５年度事業（案） 

  ・普及啓発事業                    【資料４】 

  ・かなざわエコフェスタ２０２３            【資料５】 

４． 報告事項 
  ・ツエーゲン金沢による周知事業            【資料６】 

  ・再生可能エネルギー発電設備に関する条例の制定について【資料７】 

５． 閉 会 



金沢市地球温暖化対策推進協議会 委員名簿 

令和５年４月１日現在 

（順不同、敬称略） 

氏名 所属 

市山 勉 金沢商工会議所環境問題委員会副委員長 

佐藤 清和 金沢大学教授 

神 和成 石川県木造住宅協会副会長 

新田 英治 北陸電力株式会社石川支店総務部長 

多田 幸生 金沢大学教授 

中山 晶一朗 金沢大学教授 

能木場 由紀子 金沢市校下婦人会連絡協議会会長 

道脇 香里 金沢エコライフくらぶ 

宮井 利之 金沢エコ推進事業者ネットワーク代表運営委員 

宮下 智裕 金沢工業大学教授 

橘 泰至 市民（公募） 

村上 吉春 市民（公募） 

（12 名） 

委嘱期間 令和５年４月１日から令和７年３月 31 日まで 
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金沢市地球温暖化対策推進協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条  本市は、地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化の防止に関し必要となるべき措置

を協議する機関として、金沢市地球温暖化対策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条  協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 

(1) 省エネルギーの推進方策及び新エネルギーの導入促進方策の検討に関する事項 

(2) 省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入促進に係る施策の評価に関する事項 

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 （委員） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学識経験者、事業者及び公募による一般市

民等のうちから、市長が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第５条  協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。 

２  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

 （庶務） 

第７条  協議会の庶務は、環境局環境政策課において処理する。 

 （雑則） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

      附 則 

１  この要綱は、平成17年５月20日から施行する。 

２  この要綱の施行の日以後において最初に委嘱される委員の任期は、第４条の規定にかかわら

ず、平成19年３月31日までとする。 

附 則 

  この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 
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令和５年度 金沢市地球温暖化対策推進協議会活動方針（案） 

１．方針 

「金沢市地球温暖化対策実行計画」の実行・具現化に向けて、市民や事業者に対しての啓発

活動を継続するとともに、未来を担う子どもたちを対象に、地球温暖化に対する理解を深める

ための啓発の検討。また、計画の進行管理、事業の点検・評価を行う。 

 

２．主な活動内容 

 

区 分 主な活動内容 開催回数 

協 議 会 
◇各部会の報告案件に対する全体協議 
◇令和５年度事業の企画、検討、実施 
◇令和６年度事業の企画、検討 

２回 

部 会 

事業企画部会 
◎啓発事業や、環境学習等の企画・実施 

◇啓発事業開催準備 

◇新規啓発事業の検討や既存事業の見直し 

１回 

計画推進部会 
◎地球温暖化対策に係る 計画の進捗状況の管理、評価、 

助言を実施 

◇金沢市地球温暖化対策実行計画の進行管理、評価等 

１回 
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３．部会の構成 

 

  

佐藤 清和 

神 和成 

新田 英治 

道脇 香里 

橘 泰至 

村上 吉春 

宮下 智裕 

市山 勉 

多田 幸生 

中山 晶一朗 

能木場 由紀子 

宮井 利之 

金沢市地球温暖化対策推進協議会（委員 12 名） 

事業企画部会（委員６名） 計画推進部会（委員６名） 



４．スケジュール案 

 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

全体会

[下旬]第２回

・GHG(温室効果ガス)

 確報値報告

・R６事業検討

事業企画部会

[下旬]

・事業経過報告

・R６事業検討

・エコフェスタ

 概要報告

計画推進部会  

[中旬]

・GHG(温室効果ガス)

 速報値の報告

・計画点検・評価

普及啓発事業

エコフェスタ 委託業者決定
[10月７日]

開催

ゼロカーボンシ

ティ周知事業

[６月～２月]かなざわエコ森教室の開催 [7月・８月]次世代エネルギーパークバスツアー [12月]地球温暖化講演会

[通年]環境出前講座、環境イベント等出展、講師派遣事業

[５月21日～11月]ツエーゲン金沢による周知事業(出前講座・試合会場での啓発動画上映）

[29日]第１回

・事業計画



令和５年度事業（案）啓発事業について 

 

１． エコライフ講座開催事業 

① かなざわエコ森教室  

【対象】小学生を対象に活動する団体 

５団体程度 

【内容】温暖化や森林に関する座学 

環境に関する○×クイズ・エコ紙芝居・金沢産材のネームプレート作り 

 

② 次世代エネルギーパークツアー 

【対  象】小学生親子 

【開催時期】夏休み期間 ２回実施予定 

【内  容】再エネ施設見学・工作教室（次世代エネルギーキット作り） 

 

 改 

環境に関する 

○×クイズ 

地球温暖化に 

ついての紙芝居 

金沢産スギを使った 

ネームプレート作り 
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③ 市民向け環境学習講座  

【対 象】 各講座 市民 15 名程度    

【内 容】 布ぞうり作り、エコキャンドル作りなど 計４回実施予定 

 

 

  

④ 地球温暖化講演会  

【対    象】  市民 100 名程度 

【開 催 時 期】  12 月頃 

【内容（予定）】  温暖化の現状と原因 

温暖化が生活に与える影響、今私達にできること 等 

布ぞうり エコキャンドル 



２． その他の普及啓発事業 

 

① 環境出前講座の実施 

公民館や小・中学校等に専門講師が赴き出前講座を開催 

 

② いしかわ環境フェアへの出展 

 

③ ゼロカーボンシティかなざわの発信 

 公式 Twitter アカウントを使用し、エコライフ情報やイベント情報を発信 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④ 小中学生向けデジタル環境教材の利用推進 
 

  【教材概要】 

   ・温暖化の原因や現状、温暖化対策について学ぶことができる 

・動画やクイズを挿入し、飽きずに学ぶことができる 

・ワークシート付のため、知識の定着を促すことができる 

・シナリオ付で職員の負担を軽減できる 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度事業（案） かなざわエコフェスタ 2023 について 

 

１．目的 

ごみの減量化や地球温暖化防止などの環境問題について市民が理解を深める 

機会とし、さらに「ゼロカーボンシティかなざわ」の実現に向け、行動変容 

を促す契機とする。 
 

２．主催 

金沢市地球温暖化対策推進協議会・金沢市 
 

３．日時 

令和５年 10 月７ 日（土） 10：00 ～ 15：00 
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４．会場 

金沢市役所第二本庁舎 

 

 

５．内容(案) 

・環境保全活動に取り組む団体・企業の出展  

・イベントのエコ化（来場者・出展者） 

・持ち帰り型体験学習の更なる充実  

・次世代エネルギー啓発コーナーの充実  

 

６．今後の予定 

５月 29 日（月）委託業者選考会 

かなざわエコフェスタ 2022 の様子 



ゼロカーボンシティ周知事業（ホームタウンチーム連携事業） 

 
１．目的 

ツエーゲン金沢と連携して、「ゼロカーボンシティかなざわ」の周知や当宣言の推進

に資する取り組みを訴求し、スポーツ文化の力で地域全体に温暖化防止への意識醸

成を促す。 

 

２．内容 

（１）ファン、サポーターへの啓発 

チーム公式ツイッターや試合会場で、温暖化防止に資する取り組みを呼びかけ。 

啓発動画は５月 21 日（日）ホームタウンサンクスデーより上映を開始。 

（以後、ツエーゲン金沢のホームゲーム全試合で上映） 

  

（２）市内小学校児童への啓発（５回予定） 

選手と体を動かしながら環境について学ぶ出前講座を開催。 

資料６ 



令和５年度 条例の制定について 

 

1. 条例 

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例 

 

2. 目的 

再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理について、基本となる事項等

を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境を確保し、かつ、自然環境、景観、

生活環境等と調和した再生可能エネルギーの利用を推進するため。 

（令和５年４月１日施行） 

 

3. 対象となる再生可能エネルギー源 

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等を用いた再生可能エネルギー発電設備 

資料７ 


